
   ○地方独立行政法人岡山市立総合医療センター役員報酬等規程 

 

平成２６年 ４月 １日 

改正 平成２６年１２月 １日 

 平成２７年 ４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センター（以下「法人」という。）

の理事長，副理事長，理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬等に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（役員の報酬） 

第２条 役員の報酬は，常勤の役員については給料，地域手当，通勤手当及び業績手当と

し，非常勤の役員については非常勤役員手当とする。ただし，地方独立行政法人岡山市

立総合医療センター職員給与規程（以下「職員給与規程」という。）の適用を受ける常

勤の職員が役員を兼ねる場合は，役員としての報酬は支給しない。 

（支給日） 

第３条 報酬の支給日は，職員給与規程に規定する支給日の例による。ただし，第１０条

に規定する日額の報酬を支給する日は，その勤務のあった日とする。 

２ 特別の事情があるときは，理事長は前項の支給日を変更することができる。 

（給料月額） 

第４条 常勤の役員の給料月額は，次のとおりとする。 

 (1) 理事長  月額８５１，３００円 

 (2) 副理事長 月額７２３，６００円 

 (3) 理事   月額５９６，９００円以内で理事長が定める額 

（地域手当） 

第５条 地域手当は，常勤の役員に対し支給する。 

２ 地域手当の月額は，給料月額に１００分の３(医師の場合は１００分の１５)を乗じて

得た額とする。 

（通勤手当） 

第６条 通勤手当は，常勤の役員に対し支給する。 

２ 前項の通勤手当の額及びその支給方法は，職員給与規程に規定する通勤手当及び支給

方法の例による。 

（業績手当） 

第７条 業績手当は，６月１日及び１２月１日(以下この条においてこれらの日を「基準日」

という。) に在職する常勤の役員に支給する。基準日前１箇月以内に任期が満了し，退

職し，失職し，解職され，又は死亡した者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用

を受ける者を除く。) についても同様とする。 

２ 業績手当の額は，それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては，任期

満了，退職，失職，解職又は死亡の日現在)において常勤の役員が受けるべき業績手当基

礎額に６月に支給する場合においては１００分の１９７．５を，１２月に支給する場合

においては１００分の２１２．５を乗じて得た額に，基準日以前６箇月以内の期間にお

けるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて



得た額とする。 

 (1)６箇月 １００分の１００ 

 (2)５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

 (3)３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

 (4)３箇月未満 １００分の３０ 

３ 前項の業績手当基礎額は，それぞれその基準日現在(退職し，若しくは失職し，又は死

亡した職員にあっては，退職し，若しくは失職し，又は死亡した日現在)において役員が

受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に給料月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算して得た額とする。 

４ 業績手当の額を定めるにあたっては，地方独立行政法人岡山市立総合医療センター評

価委員会が行う業績評価の結果及び常勤の役員としての業務に対する貢献度（以下「業

績評価の結果等」という。）を総合的に勘案するものとし，前項の規定による業績手当

の額の１００分の２０の範囲内で，これを増額し，又は減額することができるものとす

る。 

５ 前項の規定による業績手当の増額又は減額は，業績評価の結果等を受けて，翌年度の

業績手当について行うものとする。 

（退職手当） 

第８条 常勤の役員が退職（任期満了又は死亡の場合を含む。）したときは，退職手当を

支給する。ただし，地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１７条第２項

の規定により解任されたとき（同項第１号により解任された場合を除く。）は，当該役

員に退職手当は支給しない。 

２ 退職手当の支給は，任期ごとに行う。 

３ 退職手当の額は，退職又は死亡した日が属する月におけるその者の給料月額に在職年

数を乗じて得た額とする。 

４ 退職手当の額については，法人の業務の実績，その者の業績等を勘案し，前項の規定

による額の１００分の２０の範囲内で，増額し，又は減額することができる。 

（理事長が病院長を兼ねる場合の加算） 

第９条 理事長が法人の病院長を兼ねて，診療に従事する場合は，管理職手当を支給する

ものとし，その額は第４条第１号の給料月額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 

２ 管理職手当の支給を受ける理事長については，第７条第３項の規定の適用については，

同項中「給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に給料月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算して得た額」とある

のは「給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に管理職手当の月額を加算し

て得た額」とし，前条第３項の規定の適用については，同項中「給料月額」とあるのは

「給料月額及びこれに対する地域手当の月額を加算して得た額」とする。 

（非常勤役員手当） 

第１０条 非常勤役員手当は，日額３０，０００円とする。 

（旅費） 

第１１条 役員が職務のため旅行したときは，旅費を支給する。 

２ 旅費の支給については，職員給与規程の適用を受ける職員の例による。 

（その他） 

第１２条 この規程の実施に関し必要な事項は，理事長が別に定める。 



   附 則 

 この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２６年１２月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 


